
白井市除染実施計画の見直しについて 

 

１．６.除染等の措置の着手および完了予定時期の修正 ※Ｐ18 

     保育園等公共施設の除染は平成２５年度も継続する必要があることから次のと 

おり修正する。        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．７.除染実施区域別の除染等の措置（具体的な除染措置内容）の修正 

※Ｐ20・23 

     表５で枠外ただし書き事項を計画中に移動し（４）を追加する。 

 

 

 

 

 

   

 

 

資料３－２ 



平成２５年度も継続する必要があることから次のとおり表５を修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

３．1.市民・事業者などによる除染等の措置との連携および活動支援の修正 

※Ｐ25 

    民間所有地の除染等の措置について市の支援制度を定めたことから次のとおり 

   修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


